
第１　地拵（生活環境保全林整備等を除く） 第１　地拵（生活環境保全林整備等を除く）

1-1　適用範囲（略） 1-1　適用範囲（略）

備考1 ～ 3（略） 備考1 ～ 3（略）

（2）地拵え（草刈機・チェンソー併用）歩掛（＊） （2）地拵え（草刈機・チェンソー併用）歩掛（＊）

備考1 ～ 3（略） 備考1 ～ 3（略）

治山事業（森林整備）設計標準歩掛　新旧対照表
改　　　　　正　　　　　後 改　　　　　正　　　　　前

  1-2 地拵え歩掛 

  （1）地拵え（草刈機）歩掛（＊） 

                              (1ha 当たり) 

名  称 単 位 数 量 摘  要 

特殊作業員 人 6.7  

普通作業員 〃 6.7  

諸 雑 費 率 ％ 2  

1

      4 本歩掛に対する補正は、作業地内の占有植生に応じ次表により行う。 

区分 草丈 密度 補正率（％） 

草地 
0.5ｍ以下 ― -12 

0.5ｍ超 ― -5 

ササ地 

1ｍ以下 
疎 -17 

密 ＋12 

1ｍ超 
疎 ＋14 

密 ＋20 

 

1-2 地拵え歩掛 

  （1）地拵え（草刈機）歩掛（＊） 

                              (1ha 当たり) 

名  称 単 位 数 量 摘  要 

特殊作業員 人 8.5  

普通作業員 〃 8.5  

諸 雑 費 率 ％ 2  

 

      4 本歩掛に対する補正は、作業地内の占有植生に応じ次表により行う。 

区分 草丈 密度 補正率（％） 

草地 
0.5ｍ以下 ― -43 

0.5ｍ超 ― -9 

ササ地 

1ｍ以下 
疎 -12 

密 ＋6 

1ｍ超 
疎 ＋3 

密 ＋59 
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治山事業（森林整備）設計標準歩掛　新旧対照表
改　　　　　正　　　　　後 改　　　　　正　　　　　前

第２　植栽（生活環境保全林整備等を除く）　～　第13　除伐　（略） 第２　植栽（生活環境保全林整備等を除く）　～　第13　除伐　（略）

第14　本数調整伐 第14　本数調整伐

14-1　適用範囲（略） 14-1　適用範囲（略）

備考 草地及びササ地は、チェンソーを用いて残材整理等を行う場合に適用する。

      4 本歩掛に対する補正は、作業地内の占有植生に応じ次表により行う。 

区分 草丈等 密度 補正率（％） 

草地 

0.5ｍ以下 － -29 

0.5ｍを超え 

1.5ｍ以下 
－ -17 

1.5ｍ超え － -3 

灌木地 
低木 

疎 -23 

密 +19 

中高木 +58 

ササ地 

1ｍ以下 
疎 -51 

密 -2 

1ｍ超 

疎 +11 

密 +25 

 

14-2 本数調整伐歩掛（＊） 

（1） 選木                                                   

      （100 本当たり）

名  称 単 位 数 量 摘  要 

特殊作業員 人 0.16  

普通作業員 〃 0.16  

諸 雑 費 率 ％ 4  

   備考 1 事前選木に適用し、同時選木には適用しない。 

      4 本歩掛に対する補正は、作業地内の占有植生に応じ次表により行う。 

区分 密度等 補正率（％） 

灌木地 
低木 

疎 -7 

密 -3 

中高木 ＋63 

                                 （100 本当たり）

名  称 単 位 数 量 摘  要 

特殊作業員 人 0.16  

普通作業員 〃 0.16  

諸 雑 費 率 ％ 4  

   備考 1 本歩掛には伐倒対象立木を選木し標示する工程を含む。 

      2 諸雑費は、ナンバーテープ等の消耗品の費用であり、労務費の合計額に上

表の率を乗じた金額を上限として計上する。 

 

      （100 本当たり）

名  称 単 位 数 量 摘  要 

特殊作業員 人 0.16  

普通作業員 〃 0.16  

諸 雑 費 率 ％ 4  

   備考 1 事前選木に適用し、同時選木には適用しない。 

2  本歩掛には伐倒対象立木を選木し標示する工程を含む。 

      3 諸雑費は、ナンバーテープ等の消耗品の費用であり、労務費の合計額に上

表の率を乗じた金額を上限として計上する。 

      （100 本当たり）

14-2 本数調整伐歩掛（＊） 

（1） 選木                                                         （100 本当たり）

   備考 1 本歩掛には、伐倒前に伐倒する立木が判別できるようマーキングする作

業に適用する。 

なお、選木作業を伐倒とは別途に行う場合に計上し、伐倒と同時に行う

場合は対象外とする。 

2  諸雑費は、ナンバーテープ等の消耗品の費用であり、労務費の合計額に

上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 

（事前選木・マーキング）
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治山事業（森林整備）設計標準歩掛　新旧対照表
改　　　　　正　　　　　後 改　　　　　正　　　　　前

(3)　～　(4)　（略） (3)　～　(4)　（略）

14-3　～　14-4（略） 14-3　～　14-4（略）

第15　つる切　～　第17　部分補植　（略） 第15　つる切　～　第17　部分補植　（略）

(2)  伐倒                                                 

      （100 本当たり）

名  称 
単

位 

平 均 胸 高 直 径 摘 

要 10cm 未満 
10cm 以上 

16cm 未満 

16cm 以上 

22cm 未満 

22cm 以上 

28cm 未満 
28cm 以上 

特殊作業員 人 0.23 0.32 0.42 0.52 0.63  

普通作業員 〃 0.23 0.32 0.42 0.52 0.63  

諸 雑 費 率 ％ 6  

(2)  伐倒        

                                               （100 本当たり） 

名  称 
単

位 

平 均 胸 高 直 径 摘 

要 10cm 未満 
10cm 以上 

16cm 未満 

16cm 以上 

22cm 未満 

22cm 以上 

28cm 未満 
28cm 以上 

特殊作業員 人 0.23 0.32 0.42 0.52 0.63  

普通作業員 〃 0.23 0.32 0.42 0.52 0.63  

諸 雑 費 率 ％ 6  

備考 1 本歩掛には伐倒木を地面に引き落とす工程及び伐倒木の移動を抑える

程度までの枝払をする工程を含む。 

      2 諸雑費は、チェーンソーの損料及び燃料費、携帯手動ウインチ損料等の

費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上

する。 

第 18 獣害防除 

 18-1 適用範囲 

  この歩掛は、植栽木の獣（カモシカ、野兎等）による食害を防止するために、植 

 栽木への忌避剤の塗布、散布に適用する。 

 18-2 獣害防除歩掛 

（１）塗布の場合 

 

（1,000本当たり）

普通作業員 0.9人

基準作業量 1,100本

標準使用量 1,000g

適　　用 ヤシマレント等  

 

 

（２）散布の場合 

 

（1,000本当たり）

普通作業員 0.9人

基準作業量 1,100本

適　　用 コニファー水溶液等  

 

備考１ 事前に本数を調査する。 

  ２ コニファー水溶液等散布する忌避剤の使用量は、防除の対象となる獣の種類に 

   応じて決定すること。 

備考 1 本歩掛には伐倒と同時に行う選木をする工程、伐倒木を地面に引き落とす

工程及び伐倒木の移動を抑える程度までの枝払をする工程を含む。 

なお、事前に選木済であっても、本歩掛を適用できるものとする。 

      2 諸雑費は、チェーンソーの損料及び燃料費、携帯手動ウインチ損料等の費

用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

第 18 獣害防除 

 18-1 適用範囲 

  この歩掛は、植栽木の獣（カモシカ、野兎等）による食害を防止するために、獣害防

除を行う作業に適用する。 

 18-2 獣害防除歩掛 

（１）忌避剤散布・塗布 

（1,000 本当たり）

名 称 単位 
数 量 

摘 要 
散布 塗布 

普通作業員 人 0.82 1.56  

備考１ 本表は、忌避剤を散布又は塗布を行う工程に適用する。 

２  事前に本数を調査する。 

  ３ コニファー水溶液等散布する忌避剤の使用量は、防除の対象となる獣の種類に 

   応じて決定すること。 

  ４ 作業地の条件等から本歩掛を適用できない場合には、別途考慮することができる。

第 18 獣害防除 

 18-1 適用範囲 

  この歩掛は、植栽木の獣（カモシカ、野兎等）による食害を防止するために、獣

害防除を行う作業に適用する。 

 18-2 獣害防除歩掛 

（１）忌避剤散布・塗布 

（1,000 本当たり） 

名 称 単位 
数 量 

摘 要 
散布 塗布 

普通作業員 人 0.82 1.56  

標準使用量 ｇ  1,000  

適 用  
コニファー水溶液

等 
ヤシマレント等  

備考１ 本表は、忌避剤を散布又は塗布を行う工程に適用する。 

２  事前に本数を調査する。 

  ３ コニファー水溶液等散布する忌避剤の使用量は、防除の対象となる獣の種類に 

   応じて決定すること。 

（同時選木含む）
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治山事業（森林整備）設計標準歩掛　新旧対照表
改　　　　　正　　　　　後 改　　　　　正　　　　　前

（新設）

（新設）

（２）獣害防護柵設置 

（100ｍ当たり）

名 称 単位 
数 量 

摘 要 
後付型 一体型 

普通作業員 人 3.58 2.97  

備考１ 本表は、次表の仕様の防護柵(金属柵を除く)に適用する。 

区 分 仕 様 

地上高 1.8ｍ以上 

網目の大きさ 10 ㎝以下 

潜り込み防止 スカートネットあり 

２ 潜り込み防止のスカートネットは、次のタイプに区分する。 

後付型：スカートネットをネットに垂らして後付けするタイプ 

一体型：スカートネットをネットと一体となった形で設置するタイプ 

３ 作業地の条件等から本歩掛を適用できない場合には、別途考慮することができる。

 

（３）食害保護資材設置 

（100 本当たり）

名 称 単位 数量 摘 要 

普通作業員 人 0.96  

備考１ 本表は、食害保護資材（ネット・チューブ）を設置する工程に適用する。 

２ 作業地の条件等から本歩掛を適用できない場合には、別途考慮することができる。

 

（４）剥皮保護資材設置 

（100 本当たり）

名 称 単位 
数 量 

摘 要 
ネット取付 テープ巻 

普通作業員 人 1.03 0.25  

 

  ４ 作業地の条件等から本歩掛を適用できない場合には、別途考慮することができる。
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治山事業（森林整備）設計標準歩掛　新旧対照表
改　　　　　正　　　　　後 改　　　　　正　　　　　前

(ア)（略） (ア)（略）

第19　野ソ駆除　～　第23　植栽（生活環境保全林整備等）　（略） 第19　野ソ駆除　～　第23　植栽（生活環境保全林整備等）　（略）

第24　支柱工（生活環境保全林整備等） 第24　支柱工（生活環境保全林整備等）

24-1 ～ 24-6（略） 24-1 ～ 24-6（略）

24-7　丸太八ッ掛支柱歩掛（＊） 24-7　丸太八ッ掛支柱歩掛（＊）

備考1 ～ 3（略） 備考1 ～ 3（略）

第25　集草・積込　～　第29　標識工　（略） 第25　集草・積込　～　第29　標識工　（略）

 

18-3 施工歩掛の補正 

獣害防除歩掛は、下表により補正することができる。 

（1 本当たり）

名称 形状 寸法 単位 数量 摘要 

杉切丸太 中央径 6 ㎝ 長さ 6.3m 本 3.0 支柱用 

杉切丸太 末口 6 ㎝ 長さ 0.6m 本 3.0 横木用 

雑材料 結束材料等 ％ 20.0 丸太金額に対する率 

世話役  人 0.02  

普通作業員  人 0.25  

 

  ３ 本表は下記により補正することができる。 

 

（1 本当たり）

名称 形状 寸法 単位 数量 摘要 

杉切丸太 末口 6 ㎝ 長さ 6.3m 本 3.0 支柱用 

杉切丸太 末口 6 ㎝ 長さ 0.6m 本 3.0 横木用 

雑材料 結束材料等 ％ 20.0 丸太金額に対する率 

世話役  人 0.02  

普通作業員  人 0.25  

 

備考１ 本表は、剥皮保護資材を設置する工程（市販品取付等）に適用する。 

２ ベルト取付及び枝条巻付については、別途計上する。 

３ 作業地の条件等から本歩掛を適用できない場合には、別途考慮することができる。
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